
APECでのTPP交漆参加表明に抗議する輩毘書

野田佳彦総理は11F.Iのアジア太平洋経農協力会鰻(APEC)首脳会識において

r環太平洋経清違携協定(γPP)交接参加に向けて各盟と協撞!こ入るjと述べ、事実

ょの交渉参加を表明した。その後、TPP交捗参加にあたって盟会審議!こおける額僚

間的答弁の食い違いや、日米両面故府の発表i二矛盾が生じる等、TPPを巡る濯龍

に拍車がかかっている。

特に交識において器民皆保険制度については「断国わが留の制疫を守る為交渉す

るjと述べる一方、 2メの関税についてはr守るべきは守るjと真意が疑われる発言を

する立ど、交渉において誕の臨益を脅る気概が感乙られない姿務が際立っている。

TPP交接参加にあたっては、交渉で協議されている事項が荷なのか、わが国の事j

点・不利となる京総閣議上の危機が需か、いかなる対策を検射しているのかが、国喪

に来されないばかりか、政府内の魯雀の誤算がバラバラであることや、政府が正確な

情報を出さないため、国民的議論が全く熟していない設捕である。特!こTPP(ま「聖域

なき関税ゼロjが前提であるとされているにもかかわらず、これにわが闘がどのように

対応するのかが不明確ななかで参加表明に踏み切ったことは、接連のそしりは免れ

ない。

また、与野党を間わずAPECでの描速な参加義明!こは棋盤な意見が続出し、地方

誠会でも交渉参加に反対する意見書が指次いで帯決される中、こうした声をないがし

ろにし、政需が交接参加に踏み切ったことは極めて遺憶であ仏本議会!立政府のTP

P交渉参加表明!こ、断盟抗議するも的である。

今後、致府iますPPIこ対する畠践的謙識が熟すよう、交渉で得られた必要な情報は

速やかに明らかにし、TPPの制点・不利となる嘉・臨益上の危機を分かりゃすく富良

iこ説明するよう強く求める。

以上、地方自治法第99粂の規定により意見書を握出する。


